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北九州市告示第９０号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における陳列品の観覧料の収納事務を次のとおり

委託した。

令和３年４月１日

         北九州市長 北 橋 健 治  

受  託  者
委 託 期 間

名   称 住   所

株式会社ヒューマン・

クリエイト

北九州市小倉北区室町二

丁目１０番４号

令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１

日まで
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北九州市告示第９１号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における物品売払代金の収納事務を次のとおり委

託した。

令和３年４月１日

         北九州市長 北 橋 健 治  

受  託  者
委 託 期 間

名   称 住   所

株式会社ヒューマン・

クリエイト

北九州市小倉北区室町

二丁目１０番４号

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で
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北九州市告示第９２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立文学館における陳列品の観覧料の収納事務を次のとおり委託した

。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社ヒューマン・

クリエイト 

北九州市小倉北区室町

二丁目１０番４号 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第９３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立文学館における物品売払代金の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社ヒューマン・

クリエイト 

北九州市小倉北区室町

二丁目１０番４号 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第９４号 

 車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号イの規定に基

づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大２５

トンである道路を次のとおり指定する。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 指定する道路の路線名及び区間 

整理番号 路 線 名 区  間 

７３８ 西港町３号線 北九州市小倉北区西港町６１番８地先

から 

北九州市小倉北区西港町１７番１地先

まで 

２ 指定する期日 令和３年４月１日 
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北九州市告示第９５号

 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則（昭和４５年北九州

市規則第３６号）第３条第２項の規定により、雑草等の除去委託料の単価を、

次のように定める。

  令和３年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治

 １回につき１平方メートル当たり１１４円（消費税の額に相当する額及び地

方消費税の額に相当する額を含む。）
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北九州市告示第９６号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、令

和３年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、同条第２項

の規定により告示する。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   
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北九州市告示第９７号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第８項及び北九州

市指定金融機関等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第５２号）第３条第

６項の規定により、次のとおり告示する。 

 この告示の日の前までに告示された北九州市収納代理金融機関の指定の告示

及び北九州市総括出納取扱店、出納取扱店及び収納取扱店の指定（令和２年北

九州市告示第１２０号）は、廃止する。 

  令和３年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 総括出納取扱店 

  株式会社北九州銀行 本店営業部 

２ 出納取扱店 

   区   別   出納取扱店となる事務取扱店舗 

門司区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

小倉北区 株式会社福岡銀行 北九州営業部 

小倉南区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

若松区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

八幡東区 株式会社みずほ銀行 北九州支店 

八幡西区 福岡ひびき信用金庫 黒崎支店 

戸畑区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

３ 指定金融機関及び指定代理金融機関の収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社みずほ銀行 国内で業務を営む全ての店舗（総括出納取

扱店及び出納取扱店を除く 。）  

株式会社福岡銀行 国内で業務を営む全ての店舗（出納取扱店

を除く 。）  株式会社西日本シティ銀行 

株式会社北九州銀行 

福岡ひびき信用金庫 

４ 収納代理金融機関及びその収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 国内で業務を営む全ての店舗 

株式会社三井住友銀行 

株式会社りそな銀行  

株式会社広島銀行 
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株式会社伊予銀行  

株式会社筑邦銀行 

株式会社佐賀銀行 

株式会社十八親和銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社大分銀行 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社 

みずほ信託銀行株式会社 

三井住友信託銀行株式会社 

株式会社もみじ銀行 

株式会社西京銀行 

株式会社福岡中央銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社南日本銀行 

遠賀信用金庫 

横浜幸銀信用組合 

朝銀西信用組合 市内で業務を営む全ての店舗 

九州労働金庫 国内で業務を営む全ての店舗 

北九州農業協同組合 

株式会社ゆうちょ銀行 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

、宮崎県及び鹿児島県に所在する支店（出

張所及び株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理

店契約を締結した日本郵便株式会社の営業

所（日本郵便株式会社が業務を再委託した

者の施設を含む 。） を含む。以下同じ 。）

の店舗及び福岡郵便貯金事務センター（株

式会社ゆうちょ銀行の公金指定様式振替払

込書により収納する場合にあっては、国内

に所在する支店及び福岡郵便貯金事務セン

ター） 
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北九州市告示第９８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市市民活動サポートセンターこくらにおける印刷機の賃貸料の収納事

務を次のとおり委託した。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州ビルメンテナン

ス協働組合 

北九州市小倉北区紺屋

町４番６号 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第９９号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第１４条第

１項第２号及び第３号、第１４条の１０第１項第２号及び第３号並びに第１４

条の１５第１項第２号及び第３号に規定する国民健康保険料の令和３年度にお

ける料率を決定したので、同条例第１４条第３項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割          ２０，９１０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      ２４，８５０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割      １２，４２０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割  １８，６３０円 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ７，９１０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                       ９，４００円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割       ４，７００円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割  ７，０５０円 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ９，７４０円 

 （２） 世帯別平等割            ８，５８０円 
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北九州市告示第１００号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第２０条及

び北九州市国民健康保険条例施行規則（昭和４３年北九州市規則第４１号。以

下「規則」という。）第８条に規定する国民健康保険料の令和３年度における

減額する額は、次のとおりである。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 規則第８条第１項第１号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １４，６４０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ５，５４０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ６，８２０円 

２ 規則第８条第１項第１号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １７，４００円 

  イ 特定世帯               ８，７００円 

  ウ 特定継続世帯            １３，０５０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ６，５８０円 

  イ 特定世帯               ３，２９０円 

  ウ 特定継続世帯             ４，９４０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ６，０１０円 

３ 規則第８条第１項第２号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １０，４６０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ３，９６０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，８７０円 

４ 規則第８条第１項第２号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １２，４３０円 

  イ 特定世帯               ６，２１０円 

  ウ 特定継続世帯             ９，３２０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 
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  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ４，７００円 

  イ 特定世帯               ２，３５０円 

  ウ 特定継続世帯             ３，５３０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，２９０円 

５ 規則第８条第２項第１号の当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１０

分の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分            ４，１９０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      １，５９０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，９５０円 

６ 規則第８条第２項第２号の当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ４，９７０円 

  イ 特定世帯               ２，４９０円 

  ウ 特定継続世帯             ３，７３０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  １，８８０円 

  イ 特定世帯                 ９４０円 

  ウ 特定継続世帯             １，４１０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，７２０円 
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北九州市告示第１０１号 

 地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１７４条の４９の２５第２

項の規定により、北九州市が包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資

格を証する書面の写しは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く令和３年４月１日から同月３０

日までの間の午前８時３０分から午後５時１５分まで、北九州市行政委員会事

務局監査第一課において閲覧に供する。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   
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北九州市告示第１０２号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条

の１１の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

れんげの花保育

園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉北

区昭和町１６番

３号 

社会福祉法人

栄法会 

令和３年４

月１日 

守恒保育園 預かり

保育事

業 

北九州市小倉南

区守恒二丁目６

番１号 

社会福祉法人

誠心福祉会 

令和３年４

月１日 

みずほ野保育園 預かり

保育事

業 

北九州市小倉南

区津田一丁目１

３番１０号 

社会福祉法人

瑞穂会 

令和３年４

月１日 

春の町保育園 預かり

保育事

業 

北九州市八幡東

区春の町四丁目

３番８号 

社会福祉法人

禅心会 

令和３年４

月１日 

中央しおり保育

園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡東

区中央二丁目１

０番８号 

社会福祉法人

杉の実福祉会 

令和３年４

月１日 

岩崎保育園 預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区岩崎二丁目７

番１号 

社会福祉法人

洗心会 

令和３年４

月１日 

引野保育園 預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区若葉二丁目１

８番１号 

社会福祉法人

天心報恩会 

令和３年４

月１日 

栄美保育園 預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区大浦二丁目１

４番７号 

社会福祉法人

栄美会 

令和３年４

月１日 

ＩＣＨＩＧＯ 預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区里中二丁目１

７番４号 

社会福祉法人

薫風会 

令和３年４

月１日 

リアンたかのす

保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区鷹の巣一丁目

３番２１号 

社会福祉法人

真祐会 

令和３年４

月１日 
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北九州市告示第１０３号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市渡船事業所における若戸航路の使用料及び手数料の徴収事務を次の

とおり委託した。

令和３年４月１日

 北九州市長 北 橋 健 治

受  託  者
委  託  期  間

名    称 住    所

関門汽船株式会社 北九州市門司区西海

岸一丁目４番１号

令和３年４月１日から令和

４年３月３１日まで
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北九州市告示第１０４号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市渡船事業所小倉分室における小倉航路の使用料及び手数料の徴収事

務を次のとおり委託した。

令和３年４月１日

 北九州市長 北 橋 健 治

受  託  者
委  託  期  間

名    称 住    所

関門汽船株式会社 北九州市門司区西海

岸一丁目４番１号

令和３年４月１日から令和

４年３月３１日まで
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北九州市告示第１０６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州テレワークセンターの使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

ｆａｂｂｉｔ共同事業

体 

代表者 ＡＰＡＭＡＮ

株式会社 

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１０７号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、一般廃棄物処理手数料のごみ処理手数料のうち、臨時的に行う粗大ごみ以外

の家庭廃棄物の処理に係るごみ処理手数料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社広吉環境開発 北九州市門司区大字大

積４００番地 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま 

市川産業株式会社 北九州市八幡東区前田

二丁目１２番１３号 

で 

北九州グリーン清掃株

式会社 

北九州市若松区響町一

丁目５０番地 

九州清掃事業センター

株式会社 

北九州市小倉北区親和

町６番３０号 
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北九州市告示第１０８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市営九州鉄道記念館西駐車場における使用料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社内外美装 北九州市小倉北区青葉

二丁目１番１５号 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１０９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項及び北

九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定に

より、市税（県民税を含む。）の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一

丁目５８番地 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 

24



北九州市告示第１１０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市響灘西地区廃棄物処分場及び北九州市日明積出基地におけるごみ処

理手数料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和３年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受 託 者 委 託 期 間 

名  称 住  所 令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１

日まで 

ひびき灘開発株式会社 北九州市若松区浜町一丁

目１８番１号 
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北九州市告示第１１１号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市史の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。

  令和３年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治 

受   託   者 
委  託  期  間

名   称 住   所

公益財団法人北九州

市芸術文化振興財団

北九州市小倉北区室

町一丁目１番１号

令和３年４月１日から令和

４年３月３１日まで
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北九州市告示第１１２号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、新修・北九州市史の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。

  令和３年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治 

受   託   者 
委  託  期  間

名   称 住   所

株式会社積文館書店

クエスト外商部

北九州市小倉北区馬

借一丁目４番７号

令和３年４月１日から令和

４年３月３１日まで
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北九州市公告第２１３号 

 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年

北九州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に

行う受付を令和３年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                           北九州市長 北 橋 健 治 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 

 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 
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  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 

（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 
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（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和３年５月６日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からタまで及びツは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びテは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 

セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 
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タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 労働保険料納入証明書 

   ツ 社会保険等関係届出書 

テ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

    北九州市小倉北区城内１番１号(北九州市役所１５階) 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２１４号 

 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則」という。）

第４条第２項に定める随時に行う受付を令和３年度において行うため、同条第

３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市

が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又

は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に

参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参

加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                        北九州市長 北 橋 健 治 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 
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   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで及びケからシまでは、前号による申請の後

、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 
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カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２１５号 

 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（

平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定め

る随時に行う受付を令和３年度において行うため、同条第３項（規則第９条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法

等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

35



又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは

、必要に応じて提出することとする。 
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なお、提出書類ウからオまで及びクは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

キ 営業に関する許認可証の写し 

  ク 契約実績経歴書 

  ケ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和 

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２１６号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  スーパードラッグコスモス横代店 

  北九州市小倉南区横代北町三丁目１６番１６号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

  代表取締役 宇野正晃 

  福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

３ 変更する事項 

 （１） 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

  ア 駐輪場の位置及び収容台数 

   （ア） 変更前 建物敷地東側 １８台 

           建物東側   １０台 

           建物敷地北側 ３０台 

           建物敷地東側  ９台 

               計  ６７台 

   （イ） 変更後 建物敷地東側 １８台 

           建物東側   １０台 

           建物敷地東側  ９台 

               計  ３７台 

４ 変更する年月日 

  令和３年１１月１７日 

５ 変更する理由 

  実態に即した台数を整備するため。 

６ 届出年月日 

令和３年３月１６日 
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７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

  北九州市小倉南区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

   この公告の日から令和３年８月２日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和３年８月２日までに北九州市産業経

済局商業・サービス産業政策課に到着するように提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市上下水道局告示第１０号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和３年４月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日

Ｍ－１７７ 井上住宅設備 井上勝弘 北九州市小倉南

区大字新道寺３

８３番地９ 

令和３年４

月１日 

Ｔ－０３３ 株式会社ゼンケ

ン 

吉田慶子 北九州市戸畑区

千防三丁目２０

番２３号 

令和３年４

月１日 
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北九州市上下水道局告示第１１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年４月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 廃止年月日 

Ｍ－０８１ 井上住宅設備 井上繁美 北九州市小倉南

区大字新道寺３

８３番地９ 

令和３年３

月３１日 
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北九州市上下水道局告示第１２号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ 

り、北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収 

納及び支払事務の一部を取り扱わせるための出納取扱金融機関を、次のとおり 

指定した。 

  令和３年４月１日 

               北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

出納取扱 

金融機関 

取扱店舗 所在地 指定期間 

株式会社

みずほ銀

行 

北九州支店 北九州市小倉北区京町

一丁目４番１７号 

令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１

日まで 
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北九州市上下水道局公告第４３号 

 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程 

（平成６年北九州市水道局管理規程第８号）第２条において準用する北九州市

建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規

則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を

令和３年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場

合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                      北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和３年５月６日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からタまで及びツは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びテは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 労働保険料納入証明書 

   ツ 社会保険等関係届出書 

テ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第４４号 

 北九州市上下水道局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第９号）第２

条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参

加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「

規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和３年度において

行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定

により、北九州市上下水道局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、

地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以

下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資

格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する

。 

  令和３年４月１日 

                   北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで及びケからシまでは、前号による申請の後

、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第４５号 

 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する

北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平

成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める

随時に行う受付を令和３年度において行うため、同条第３項（規則第９条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する物

品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設

コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一

般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必

要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の

申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

               北九州市上下水道局長 兼  尾  明  利

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは

、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びクは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

キ 営業に関する許認可証の写し 

  ク 契約実績経歴書 

  ケ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和 

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 
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    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市交通局公告第１４号 

 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において準用する北九

州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７

年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項の定める随時

に行う受付を令和３年度において行うため、同条第３項（規則第９条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法

等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                 北九州市交通局長 福 本 啓 二   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは

、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びクは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

キ 営業に関する許認可証の写し 

  ク 契約実績経歴書 

  ケ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和 

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに 

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

北九州市若松区東小石町３番１号 
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    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１５号 

 北九州市交通局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格

及び審査等に関する規程（平成６年北九州市交通局管理規程第４号）第２条に

おいて準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則

」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和３年度において行う

ため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、北九州市交通局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査

業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                     北九州市交通局長 福 本 啓 二 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
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    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項に規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで及びケからシまでは、前号による申請の後

、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 
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エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１６号 

 北九州市交通局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平

成６年北九州市交通局管理規程第３号）第２条において準用する北九州市建設

工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和

３年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を

含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する建設工事の請負契約の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要

な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申

請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                        北九州市交通局長 福 本 啓 二 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和３年５月６日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からタまで及びツは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びテは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

   チ 労働保険料納入証明書 

ツ 社会保険等関係届出書 

テ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市公営競技局公告第４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１１号 ) 第２条において準用する

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成７年北九州

市規則第７８号 ) 第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司   

１ 購入品目及び予定数量 

  モーターボート競走出走表 １２５万２，５００枚 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市公営競技局ボートレース事業課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年３月１９日

４ 落札者の名称及び住所

  阪本印刷株式会社

  北九州市若松区南二島二丁目１４番１０号

５ 落札金額

  ６，０９８万８，２５０円

６ 契約の相手方を決定した手続

  一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

  令和３年２月３日

８ 落札方式

  最低価格による。
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北九州市公営競技局公告第５号 

 北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第９号）第２条において準用する北

九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九

州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う

受付を令和３年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用

する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注する建設工事の

請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参

加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加

資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

                      北九州市公営競技局長 上 野 孝 司 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和３年５月６日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からタまで及びツは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びテは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 労働保険料納入証明書 

   ツ 社会保険等関係届出書 

テ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

    北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第６号 

 北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１０

号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競

争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号

。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和３年度

において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。

）の規定により、北九州市公営競技局が発注する測量業務、建設コンサルタン

ト業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争

入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入

札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり

公告する。 

  令和３年４月１日 

                   北九州市公営競技局長 上 野 孝 司 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ及びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで及びケからシまでは、前号による申請の後

、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

71



ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第７号 

 北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第８号）第２条において準

用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規

則（平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に

定める随時に行う受付を令和３年度において行うため、同条第３項（規則第９

条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注

する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務

、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。

）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和３年４月１日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまでは

、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びクは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

キ 営業に関する許認可証の写し 

  ク 契約実績経歴書 

  ケ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和 

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 
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    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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